
ご案内＋再交付申請書

「あんしんカード」は、６５歳になられた時に郵送でお送りしています。再発行を希望

される際は、見本のようなカードがお手元にないか、今一度ご確認ください。

 （カード おもて面 見本） （カード うら面 見本） 

◇発行の対象となる方

川口市に住民登録をされている満６５歳以上の方

◇申込みの方法

次のページの「再交付申請書」に名前、生年月日、 

住所、電話番号を記入して、

①公的な身分証明書のコピー（保険証、運転免許証等）と

②返信用封筒（該当者の〒、あて名、住所等を記

入・切手貼付）とともに、川口市長寿支援課に郵送

してください。

※再交付申請書に記載された住所と異なる宛先

にお送りすることはできません。  

郵送・お問い合わせ先 

〒332-8601 川口市青木２－１－１ 

川口市長寿支援課生きがい対策係 

    電話 ０４８（２５９）７６５１ 

注 意 事 項
このカードは、緊急時の身元確認や緊急連絡を

目的としておりますので、印鑑登録や旅券申請

などの公的証明としてはご使用できません。
×××-××××
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「あんしんカード」とは、外出時に突然、事故や

災害などにあった場合に、自分の氏名や緊急

連絡先等を記載したカード情報により、迅速

な身元確認に役立てていただくものです。川

口市に住民登録をされているかたには、６５歳

になったときに介護保険の書類等と一緒に

郵送でお送りしております。 



様式第２号（第 5条関係） 

あんしんカード交付（再交付）申請書

（あて先）川口市長 令和    年   月   日 

次のとおり申請します。 

対

象

者

フリガナ    

氏  名 
大正 

昭和 
    年   月   日生 

〒 - 電話番号   

川口市 

申請理由

１．転入 ２．破損・汚損 ３．紛失・消失 

４．その他（                                         ） 

本人以外が申請する場合は以下も記入してください。

申
請
者
（
本
人
以
外
）

フリガナ    

氏  名 

大正 

昭和 

平成 

    年   月   日生 

〒 - 電話番号   

川口市 

※郵送は、原則本人の住所地宛となります 

～～～～～～～ ここから下の欄は発行作業時に市役所で使用します。 ～～～～～～～ 

窓口担当 

処理 

本人確認 □ 済 受付印 

申請者（本人以外）

確認 
□ 済 

担当課処理

交付日 

カード番号 

※郵送申請


